
（前　略）

（領収証書の管理） （領収証書の管理）
第１８条　領収証書は、事務本部における出納責任者が管理する。 第１８条
２　各経理単位（事務本部を含む。）の出納責任者が領収証書を必要とす
る場合には、所定の申請により、事務本部における出納責任者から交付を ２
受けるものとする。
３　出納責任者は、領収証書を受払簿により管理するとともに、未使用の ３
領収証書については、厳重に保管するものとする。
４　前３項にかかわらず、様式５－３から５－５に定める領収証書につい ４　前３項にかかわらず、様式５－３及び５－４に定める領収証書につい
ては、医学部附属病院における経理責任者が管理する。 ては、医学部附属病院における経理責任者が管理する。

（中　略）

（月次決算書類） （月次決算書類）
第２６条　（略） 第２６条　（同　左）
２　月次決算書類は、翌月２５日までに提出しなければならない。 ２　月次決算書類は、原則、翌月２５日までに提出しなければならない。

（中　略）

　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

別表第１ 別表第１
経理単位及び経理責任者（第２条関係） 経理単位及び経理責任者（第２条関係）

経理単位 経理責任者 範囲 経理単位 経理責任者 範囲

（略） （同　左）

総合博物館 総合博物館

人と社会の未来研究院

学生総合支援センター 学生総合支援機構

（略） （同　左）

（略） （同　左）

ウイルス・再生医科学研究所 医生物学研究所

iPS細胞研究所 iPS細胞研究所

こころの未来研究センター

理学研究科・理学部 理学研究科・理学部

生態学研究センター

農学研究科・農学部 農学研究科・農学部

フィールド科学教育研究センター

基礎物理学研究所 基礎物理学研究所

数理解析研究所 数理解析研究所

生態学研究センター

野生動物研究センター 野生動物研究センター

フィールド科学教育研究センター

霊長類研究所 ヒト行動進化研究センター

（略） （同　左）

不正防止実施本部事務室 不正防止実施本部事務・DX推進室

備考　（略） 備考　（同　左）

財務部長

本部構内（文系） 共通
本部構内（文系）共通
事務部長

本部構内（文系） 共通
本部構内（文系）共通
事務部長

南西地区共通
南西地区共通
事務部長

南西地区共通
南西地区共通
事務部長

（同　左）

（同　左）（略）

（略） （同　左）

財務部長 事務本部事務本部

北部構内 北部構内事務部長 北部構内 北部構内事務部長

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 会 計 実 施 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前 改　　　正　　　後

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略）

（同 左）



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 会 計 実 施 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前 改　　　正　　　後
別表第２ 別表第２
出納責任者（第８条関係） 出納責任者（第８条関係）
第1表　（略） 第1表　（同　左）

経理単位 出納責任者 範囲 経理単位 出納責任者 範囲

（略） （同　左）

総合博物館 総合博物館

人と社会の未来研究院

学生総合支援センター 学生総合支援機構

（略） （同　左）

複合原子力科学研究所 複合原子力科学研究所

複合原子力科学研究所研究員宿泊所

（略） （同　左）

ウイルス・再生医科学研究所 医生物学研究所

iPS細胞研究所 iPS細胞研究所

こころの未来研究センター

（略） （同　左）

農学研究科附属農場（京都農場を
除く）

農学研究科附属農場（京都農場を
除く）

フィールド科学教育研究センター

（略） （同　左）

野生動物研究センター 野生動物研究センター

フィールド科学教育研究センター

霊長類研究所 ヒト行動進化研究センター

化学研究所（旅費を除く） 化学研究所（旅費を除く）

化学研究所（旅費）

エネルギー理工学研究所（旅費を
除く）

エネルギー理工学研究所（旅費を
除く）

エネルギー理工学研究所（旅費）

生存圏研究所（旅費を除く） 生存圏研究所（旅費を除く）

生存圏研究所（旅費）

防災研究所（旅費を除く） 防災研究所（旅費を除く）

防災研究所（旅費）

化学研究所（旅費）

エネルギー理工学研究所（旅費）

生存圏研究所（旅費）

防災研究所（旅費）

（略） （同　左）

不正防止実施本部事務室 不正防止実施本部事務・DX推進室

備考　（略） 備考　（同　左）

第2表 第2表
経理単位 出納責任者 範囲 経理単位 出納責任者 範囲

京都大学ＡＳＥＡＮ拠点（バンコ
ク）

京都大学ＡＳＥＡＮ拠点（バンコ
ク）

京都大学欧州拠点（ハイデルベル
ク）

備考　（略） 備考　（同　左）

複合原子力科学研究所

（略）

本部構内（文系） 共通 本部構内（文系） 共通

（略） （同　左）

（同　左）

経理課長

（略） （同　左）

複合原子力科学研究所

（同　左）

北部構内 北部構内

事務本部 事務本部 経理課長

（略） （同　左）

（略） （同　左）

事務本部

宇治地区 宇治地区

南西地区共通 南西地区共通

事務本部

（略）



国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 会 計 実 施 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前 改　　　正　　　後
別表第３ 別表第３
たな卸資産管理責任者等（第２３条関係） たな卸資産管理責任者等（第２３条関係）

たな卸資産管理責任者 たな卸資産管理責任者

ウイルス・再生医科学研究所 所長 医生物学研究所 （同　左）

複合原子力科学研究所 所長 複合原子力科学研究所 （同　左）

霊長類研究所 所長

生態学研究センター センター長 生態学研究センター （同　左）

野生動物研究センター センター長

福井謙一記念研究センター センター長 福井謙一記念研究センター （同　左）

こころの未来研究センター センター長

野生動物研究センター センター長

ヒト行動進化研究センター センター長

学生総合支援センター センター長 学生総合支援機構 機構長

人と社会の未来研究院 研究院長

別紙様式１ 別紙様式１

～ ～

別紙様式５－３ 別紙様式５－３

別紙様式５－４

別紙様式５－５ 別紙様式５－４

別紙様式５－６ 別紙様式５－５

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

管理単位 管理単位

（略） （同　左）

（同 左）

（略）

（別 添）



改　　　正　　　後

（前　略）
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

固定資産管理責任者 固定資産管理責任者

ウイルス・再生医科学研究所 所長 医生物学研究所 （同　左）

複合原子力科学研究所 所長 複合原子力科学研究所 （同　左）

霊長類研究所 所長

生態学研究センター センター長 生態学研究センター （同　左）

野生動物研究センター センター長

福井謙一記念研究センター センター長 福井謙一記念研究センター （同　左）

こころの未来研究センター センター長

野生動物研究センター センター長

ヒト行動進化研究センター センター長

学生総合支援センター センター長 学生総合支援機構 機構長

人と社会の未来研究院 研究院長

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 固 定 資 産 管 理 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前

固定資産管理単位 固定資産管理単位

（略） （同　左）



改　　　正　　　後

（前　略）
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

事務の委任を受ける者 事務の委任を受ける者

ウイルス・再生医科学研究所 所長 医生物学研究所 （同　左）

複合原子力科学研究所 所長 複合原子力科学研究所 （同　左）

霊長類研究所 所長

生態学研究センター センター長 生態学研究センター （同　左）

野生動物研究センター センター長

福井謙一記念研究センター センター長 福井謙一記念研究センター （同　左）

こころの未来研究センター センター長

野生動物研究センター センター長

ヒト行動進化研究センター センター長

学生総合支援センター センター長 学生総合支援機構 機構長

人と社会の未来研究院 研究院長

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

（略） （同　左）

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 図 書 管 理 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前

部局名等 部局名等

（略） （同　左）
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